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拝啓 時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて，専門訴訟事件の処理に関する取組等については，これまで１月２６日付け及び２月２５

日付けの当職各書簡によりその時点における状況をお知らせしております。このうち，１月２

６日付けの書簡で紹介したとおり，建築関係訴訟に関しては，現在，当局と社団法人日本建

築学会（以下「学会」という。）との間で意見交換を行っており，その成果として，とりあえず事

件数の多い東京，大阪及び横浜の地方裁判所について，民事調停委員候補者として学識経

験者及び建築士の資格を有する者の推薦を受け，４月１日付けで任命に至っております。ま

た，５月１９日付け最高裁民一第２６６号民事局長依命通達「鑑定人等協議会の開催につい

て」のとおり，本年の鑑定人等協議会では建築関係事件における円滑な鑑定の実施等をテ

ーマとして協議していただくことになっておりますが，この協議会に参加する建築士等の選定

に際し必要があれば，学会支部の協力を得ることができることになっています。当局としては，

今後も学会との間で意見交換を継続し，鑑定人候補者の推薦等建築関係訴訟の適正，迅速

な審理に必要な協力を得られる恒久的な協力関係を構築することを目指しています。

ところで，学会との意見交換において，近時，裁判所から学会の本部又は支部に対し，直接

鑑定人候補者の推薦を依頼する例が増えているとの指摘がありました。建築関係訴訟にお

いては，鑑定人の確保が困難な実情にあると思われますが，前記のように鑑定人候補者の

推薦をもテーマとして学会との意見交換が行われているところでもあり，各裁判所が直接個

別に推薦依頼を行うのではなく，当局がこのような依頼を行う裁判所側の窓口となり，一定の

ルールに従って鑑定事項や資料として必要な添付書類等を整理し，各裁判所の依頼を取り

まとめて学会に協力を依頼することとする方が，学会から円滑に鑑定人候補者の推薦等を受

けることができると考えられます。

そこで，当面の間，建築関係事件について鑑定人等となるべき専門家を確保する必要がある



場合に，当該事件の係属する裁判所において適当な専門家を確保することができず，学会に

推薦依頼等を行う必要があるときには，別紙の記載例の形式に基づいて作成したファイル

（一太郎形式による。ただし，争点整理表等をエクセル等で作成している場合は，そのファイ

ルも添付する。）を添付して，当局第二課民事訴訟係亀田順之あて（Yoriyuki 

Kameda/COURT/JP）にＪ・ＮＥＴによる電子メールにより連絡していただき，当局においてこ

れを取りまとめた上で学会に協力依頼をしていきたいと思います。

つきましては，民事事件を担当する各裁判官の理解と協力を頂きたく，このような取扱い及び

その趣旨について周知していただきますよう御配慮ください。

なお，この取扱いは，適切な鑑定人を得る恒久的なシステムが構築されるまでの暫定的なも

のであることに御留意ください。

おって，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から通知してください。

敬具

（別紙）

【記載例】



【留意事項】

1. 事案の概要具体的かつ分かりやすいように配慮する。

事案が複雑であるなど，特に多くの説明を要する場合は，事案の概要書を添付する

（形式については，判例タイムズ１０１８号２９ページ及び３０ページ参照）。

2. 争点

箇条書きにするなど，具体的かつ分かりやすいように配慮する。

争点が多岐にわたる場合は，争点整理表及び瑕疵一覧表を添付する（形式について

は，前掲判タ２４ページから２７ページまで参照）。



争点整理未了の場合は，当事者の主張を整理して記載する。当事者の主張が多岐

にわたる場合は，主張整理メモ等（形式は争点整理表と同様とする。）を添付する。

3. 鑑定事項

箇条書きにするなど，具体的かつ分かりやすいように配慮する。

争点整理未了等により正式な鑑定事項が決定していない場合は，当事者の希望など

暫定的なものでも構わないので，その旨明示して記載する。

4. 推薦に当たっての希望

専門分野（構造，意匠，設備，材料，設計，施工等）等の点で鑑定人候補者について

希望があれば，その旨記載する。

5. その他参考となる事項

従前の訴訟経過（争点整理中，争点整理終了等），今後の進行予定，鑑定人の審理

への立会いの要否等が考えられる。


